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牙音の舌面音化について

花登正宏

遠藤光晩氏は「在欧のいくつかの中国語音韻史資料について」の中で、筆者

の旧稿「蒙古字韻ノート とくに関口二等牙音の舌面音化について J (以下、

「前稿Jと称する)の所論に手厳しい批判を加えられたs 公刊後少々時聞のかかり

すぎた憾みはあるが、牙音の舌面音化という中国音韻史上における相当重要な

問題について、少くとも「拠碑引玉」町役割りのみは果たし得たものと思い、

当初はそれなりに満足していた。しかし、しばらくしてから再度遠藤氏の論を

検討してみると、その批判するに際して新しい資料の提示は殆んどなく、ただ

r蒙古字韻」の朱宗文の序について氏なりの解釈を示され、それと関連づけて

前稿的世t'i'IJをされたにすぎないことに気がついた。これは言うまでもないこと

だが、ある文章の解釈は、あらゆる「読み」の可能性を考慮に入れた上で各人

が行っているのであり、よほど明白な誤読ででもない限り前の解釈をくつがえ

すためには、それが誤りであることを証明し得るはっきりとした証拠あるいは

全〈新しい視点よりする読解が必要とされよう。遠藤氏も氏なりの解釈を示さ

れるに際し、新しい視点を示きれなかった訳ではないが、従来の解釈もそうい

う見方の存在を知悉した上て'慎重に行われたのである。したがって、氏の朱宗

文序解釈は従来的読み方を否定し得たわけでは決してなく、~Ijの読みの可能性

を新たに提出したものにすぎないと筆者は考える。そういうわけで、朱宗文序

の氏なりの解釈にのみ基づいた、あるいはそれと関連して行われた前稿への批判

については、見解(読み)の相違として片づけることも出来ないわけではない。

しかし、前稿を批判されるに際しての氏の論の進め方に何か釈然としないもの

が感ぜられ、また牙音の舌面音化については今までに少し考えていることもな

いわけではない何で、本稿では氏の論に賛成できない旨を示すとともに、あわ

せて、牙喉音の舌面音化研究の展望についても述べたいと思う。

なお、あとにも述べるが、遠藤氏が直接批判された従来の朱宗文序解釈は尾

崎雄二郎氏のもので筆者のものではない。しかし前稿は朱宗文序の解釈として
伺}
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は尾崎氏のものに依拠し、その上で論を進めているのである。筆者が朱宗文序

の解釈についても遠藤氏に反論する理由はここにある。

まず前稿の骨子について述べることとする。

前稿を草する際まず筆者の念頭にあったのは、熊忠撰 r古今昔員会挙要. (12貯

年刊)における関口二等牙喉音をどう扱うかということであったロ周知のごと

く、開口二等牙喉音は現代北方音では口蓋化を起し舌面音となったものである。

『挙要」における関口二等牙喉音字の扱いは一種特別なところがあって、その

扱い方が大きく二つに分れる。一つは同韻の他声母字より独立し、それのみで

ー韻を形成するものであり、他の一つは三・四等の牙喉音字とー韻を形成する

ものである。前者が多数を占めているが、開口二等牙喉音字のみでー韻を成す

のであるから、同摂町三・四等牙喉音と音を異にしていると想像される。後者

の例としては庚ェ韻・耕韻及び江韻の牙喉音字が挙げられるが、それらは三・

四等牙喉音字と同音になっているのであって、たとえば「庚」・「耕」・「経」

(四等青韻)、「江」・「翠J(三等陽韻)は各々同音とされる。いうまでもなく三・

四等韻は当時効介音 iを有していたことは疑いないから、ここ的関口二等牙喉

音が口蓋化して 1介音を有するに至ったものであることは疑いない。では、上

に述べたような『挙要」の関口二等牙喉音に対する扱い方の違いは何か。前者

においても、他声母の同韻字とは独立にー韻が立てられているのであるから劫

介音 iを有していた可能性は少くない。してみると、後者の庚・耕・江三韻

の牙喉音字については、さらに一歩踏みこんで舌面音化していたと考えられな

いか。そう考えてはじめて『挙要』における開口二等牙喉音は整合的に解釈出

来るのではないか。以上のような考えのもとに関係資料を渉猟し、その結果と

して発表したのが前稿である。「蒙古字韻』は r挙要』と極めて密接な関係にあ

り、関口二等牙喉音字の扱い方についてもほぼ共通している。そこで r蒙古字

官むをも視野に入れて、『挙要』的整合的解釈のー環としようとしたのである。

前稿は四頁ばかりの小論であるが、そこではまず、元代における牙喉音の舌

面音化に関わる先行諸家の説を紹介した。要点のみを記すと、坂井健一氏は

r挙要』の舌面音化(氏は舌面音化を口蓋音化と記されている)を r蒙古字韻』町パ

スパ字標記を利用し、重紐問題と関連づけつつ論じられ、牙音四等字は舌面音

化しているとされた。尾崎雄二郎氏の説については後で詳しく述べることにな

るが、氏は注(3 )所掲論文において、「字韻』の朱宗文序の記述から牙音四等字
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の舌面昔化していることを明らかにされた。以上ニ氏の論は牙音四等字の舌面

音化についてのものであり、前稿が関口二等の舌面音化を副題とするのと一見

関わりが主いように見えるが、先にも述べたように、庚=・耕・江三韻の牙音

は r挙要』では三・四等の牙音と同音となっているのであり、四等牙音に舌面

音化が認められれば当然それと同音町二等牙音字も舌面音ということになり、

実は前稿の目的とするところと深い関係のあるものなのである。また牙音二等

については、超蔭裳氏と坂井健一氏の説を紹介した。越氏はまず、『挙要』宥韻

の銭字に附された案語に「交字属半歯」とあることに注目し、二等牙音「交」

は「半歯」、つまりは舌函音て"あったとされfなさらに氏は、宋の r唐語林』巻

二に「党是齢l捺声」とあることにも注目され、二等牙音 r覚」は「欝際声」、つ

まり舌商音であるとして、舌面音坤 .tr/ . rp的成立は元朝に始まるとの説を

提示されたd つぎに坂井氏は、『挙要』が牙喉音二等字を独立した韻としてたて

ていることに注目され、それは舌面音化(氏のいう口蓋化)を示すための著者向

作為であり、 r挙要」町時代でも牙喉音二等字は舌面音化的初期的状況を示して

いたのではないかとされたf

上記四氏は、各々異なった資料に基づいて、元代において関口二等牙音ある

いは四等牙音の舌面音化していることを推定された。前稿はこれら先行の研究

を踏まえた上で、この問題に関わるー資料を提出したのである。それは、 r字

韻』上巻第三葉表にある「校正字様」の「校」字に対する eewとある音注で、

「校」は r字韻』本文における音はが'(a)wとある如〈見母の字であるが、 r字

査員』原本には恐らく存在しなかったであろう「校正字様」という漢字に対する

パスパ字による音注であるため、記録者向口頭音がそのまま露呈したものであ

るとして、関口二等牙音舌面音化的ー資料として提示し、そのように考えてこ

そ、先に述べた二等韻庚・耕及び江韻牙喉音の「挙要』及ぴ『字韻』における

状況もよく理解出来るのではないかと述べた。

以上が前稿の骨子である。骨子にしては少々長すぎる嫌いがあるが、それに

は理由がある。これについては後で触れることになろう。次に節を改め、遠藤

氏円前稿に対する批判を紹介し、それに対する筆者の考えを述べよう。

遠藤氏の論文は、さきに示した標題から知られるように、単に『蒙古字韻』

にのみ関わるものではなく、広く在欧の中国語音韻史研究資料を紹介・報告さ

れたものである。実見された上て"の報告てe あるため、筆者においても色々教え
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られるところの多い論文であった。当然のことではあるが、ここで扱うのは本

稿に直接関わる第四節蒙古字額のそのまた一部に限られる (33-35頁)。そこで

まずここでの遠藤氏の論の中心ともいえる「字額』朱宗文序に対する氏の解釈

を示し、それに賛成出来ない旨を述べることとする。氏の論文と重複すること

になるが、氏の分段に従い、朱序の全文を以下に引用する。

a.翌朝宇宙広大、方言不通、雄知字而不知声、猶不能言也、 b.蒙古字韻字典声

合、真語音之極機・韻学之綱領也、 C.嘗以諸家漢韻、詮其是否、而率皆承靴製

舛、英知取舎、 d.惟古今韻会於毎宇之首、必以四声釈之、 e.由是始知見経堅為

g、 f .三十六字之母、 jnu於韻会、可詞明切也己、 g.故用是詳校各本誤字、列子

篇首、以侠大方筆削去、 h.至大戊申清明前一目、信安朱宗文彦章替、

ここで遠藤氏が新しい見解を示されたのはとくに eの部分であるが、それと関

わる C • d • fと併せて氏の訳を下に記す。

c)伝統的な韻書で r蒙古字額」の信恐性を確認しようとしたが、それらは誤りを

沿襲していて、どれが正しいのか分からなかった;d)ただ「古今韻会』だけは小

韻の筆頭に等韻学的用語で音価が指定しである;e )このようであってこそ「見経

竪」がgであることが分かる;1)三十六字母が『韻会』では備わっているから、

明確になっていると言えよう。

次に 4・eIこ対する従来的読み方を示そう。従来の読み方とは、先にも述べ

たように注(3 )所掲の尾崎雄二郎氏の読み方であり、前稿における筆者向読み

方でもある。遠藤氏の新解釈は e内部分に見られ、 4については尾崎氏の所説

に基づいておられる。「以四声釈之」を「等韻学的用語」と訳されているのがそ

れに当るが、 eの解釈は言うまでもなく dの解釈の上に成立しているのである

から、「等韻学的用語」の意味するところをも詳しく説明しておく必要があると

考える。前稿では、尾崎氏の所説を筆者なりに敷桁L、 d. eの部分について

次のように解釈した(14-15頁)。

「古今領会」は今伝わらないので、「挙要』の体裁を見てみると、 r挙要』の声母

の標記の仕方は従来的「諸家のi児韻」とは異なり、七音と消濁によっている。た

とえば、見・経・堅の三字は皆「角消音」とされている。一方、『挙要』には「諸

家的漢韻」と同じく反切も付されていて、各々「見、経電切J、「経、堅霊切」、

「堅、経天切」である。これらの皮切からは、これら三字肉声母が同じであるこ

とは分っても、実際的音価については何らの情報も得られないのである。ところ

が角清音との標記はこれとは異なる。『挙要』では中古見母の字を角清音とするの

であって、たとえば「公」や「該」等も角清音とされている。これらが当時[k) 

の音であったことには異論はあるまい。朱宗文は、このことからこれら三字がg
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に始まる音であることが分ったというのであろう。

尾崎氏は、そしてそれを承けた筆者も、以上のことからパスパ字を見れば一見

して「見経援」三字が gの字母を含んでいることが分るはずなのに、「古今韻

会」によってはじめて gにはじまる文字であることを知った、あるいは Eには

じまる文字であるわけが分ったというのは、これらの文字がすでに舌而音に変

化していたためにはかならないと解釈したのである。つまり、 eをこれら三字

の舌商音化を示すものとして読んだのである。

一方、遠藤氏は逆に eは「朱宗文の言語において見母が奥舌音であった証拠

とすべきものである J (34頁)とされる。その似拠は氏によれば次のようになる。

朱宗文の挙げた「見経堅」三字は任意に取り上げられたものではなく、三十六

字母のひとつである「見」母と反切上字の後につけて声母を析出するための帰

納助紙字である「経堅」の組み合わせか均成っている。したがって eは、 rr見」

「経Jr竪」という個別の字の字音の問題ではなく、見母一般の発音の問題であ

り、それが r古今韻会』のように等韻学的用語で指定してあればその音価がg

であることが直裁明瞭に分かる J (34頁)という意味に解するべきだとされる。

さらにそれにつづけて r.韻会』は三十六字母の順に小韻を配列しており、見母

はその冒頭町字母となっているから、見母の例を eで挙げたのはそれによって

三十六字母全体を代表させたのであろう J(34頁)と述べられ、この部分の最後

を「もしもここで eが三十六字母のー具体例として挙げられたのでなく、四等

韻における牙喉音の発音について述べたのであるとするならば、 eの文が前後

のdとfから浮いてしまい、この序文全体が筋肉通らぬものになってしまうと

私には感ぜられる J (34頁)と締めくくられた。

eを四等昔日牙音的発音について述べたものと解して、序文全体が筋の通らぬ

ものになってしまうとは筆者には一向感ぜられないのであるが、それはそれと

して、氏の論の要点は次の二点にまとめることが出来ょう。

1 r見経堅」三字は見母とその帰納助紐字であるから、これで見母一般の発音

を示したものであり、その音価は gである。

2 r韻会J では三十六字母の順に小預が配列され、見母はその冒頭町字母であ

るかち、この見母によって三十六字母全体を代表させている。

この二点については疑義がある。そこで以下に検討することとしたい。

まず第一点についてであるが、「見経竪」をも含む見母全体的音が仮に当時奥

舌音 gであったとするならば、なぜわざわざ「古今韻会」の等韻学的用語をも

ち出す必要があるかというのが筆者の最初に抱いた疑問である。「見経堅」が仮
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に見母全体を代表しているとしても、とくに例字として取り上げられているの

であるから、これらをもとに論を進めてもさしっかえはあるまい。「蒙古宇韻」

における「見経竪」の音は、各々 gen. gei:o . genであり、 r字韻』冒頭町字「公J

gugと同一声母Eを有している。これら見母の音が当時全て Eであったとするな

らば、何も等韻学的用語で指定しなくとも、『字韻』の標音のみでその音価が g

であることは直裁明瞭に分かる筈である。 er由是始知見経堅為 gJ に対する

遠藤氏の「このようであってこそ「見経竪」がgであることが分る」という訳

も少し暖昧であると思う。「始めて知る」というのは、今まで知らなかった、分

らなかったという意味をその言葉の裳にもつ。今まで「見経竪J がEという

文字であらわされる音であるということが分らなかったが、「是れに由って」始

めて知った、分ったというのである。「是れ」というのがdの「古今韻会」が所

収字に等韻学的用語で音を指定していること、この場に即して言えばこの三字

に対して「角清音」という。たとえば「公」などと同ーの音であることを指定

していることを指しているのは言うまでもない。では何故これら三字がgであ

らわされる音であることが分らなかったのかということになるが、それはそれ

らが当時舌面音となっていたためであると推定するのが最も妥当かと考えるも

のである。なお、「見経堅」三字は見母と帰納助紐字の組み合せであるから見母

一般を代表している、ということについては第二点のところで検討する。

次に第二点についてであるが、「古今韻会」を承けた『古今韻会挙要』が、伝

統的韻書とは異なり一定肉声母の順に小韻が配列されているのは遠藤氏の指摘

された通りで、 r挙要』東韻「公」字の注の案語に、

毎韻必起於見字母角消音、止於日字母半商徴音、三十六字母周偏為一韻、

とあり、又 r挙要』の韻例に、

旧韻所'1品、本無次序、今毎韻並分七音四等、始於見、終於目、三十六母為一韻

とあるのがこれを指し、見母がその冒頭町字母であることも氏の指摘された通

りである。その配列は、牙音・舌音・唇音・歯音(合舌上音)・喉背・来母・日

母の順であり、『蒙古宇韻」の配列順も多少異同はあるが、ほぼこれに同じであ

る。「古今韻会」は亡供して見ることは出来ないが、小韻の配例に関して『挙

要』と異なるところはなかったと思われる。そして、ここの「三十六字母」あ
{剖

るいは「三十六母」が、 fの「三十六字之母、備於韻会」のそれと同ヒものを

指すのは疑いない。それは「公」字の案語に「見字母角清音」・「日字母半商徴

音」とあり、『挙要』韻伊jに「七音四等に分ち」とあるところからも確認出来

る。いうまでもなく、「七音」は角(牙音)・徴(舌音)・宮(唇音)・商(歯音)・
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羽(喉音)・半徴商(来母)・半商徴(日母)の各音を指し、「凹等」は消・次清・泌

.次濁の各昔を指す。

すると、ここでいう「三十六字母J あるいは「三十六母」そして「三十六字

之母」も数向上では伝統的な所謂「三十六字母」と共通しているものの、その

中味の異なっていることにも注意を払う必要があろう。『挙要』に即していえ

ば、舌上音と正歯音の全清音・次補音・全濁音が合流しており、ここで3の減、

角次濁次音(魚母)・羽次清次音(孟母)・羽次i局次音(合母)の三母が増えている

ので、ここで3の増、合計プラスマイナスゼロとなり、その結果、数だけは伝

統的「三十六字母」と同じとなるのである。したがって、 r字韻』の朱宗文序

d・e. fを連続した文章として読むとすれば、所謂「三十六字母」に存在し

ない魚母.y"母・合母にはもともと帰納助紐字は存在しないのであるから、「見

母」と帰納助紐宇「経堅」との組み合わせという観点から、 eを見母一般の発

音の問題としたり、あるいはさらにこれを拡大して、この見母によって三十六

字母全体を代表させるという遠藤氏の解釈は成立し難いであろう。ここはすな

おに見母四等字について述べたものと解釈すべきである。

以上より、この二点を論拠とする遠藤氏の eの文は見母の奥舌音であったこ

とを示すという解釈は、成り立ち難いものと考えられる。朱宗文の言語では牙

音四等はすでに舌面音化していたという尾崎氏の推定は今も強い説得力をもっ

ているものと考える。

では最後に、 eにおいて「見経竪」三字が例字として取り挙げた理由につい

て筆者の考える所を述べ、この節を終えることとしたい。尾崎氏、そしてまた

遠藤氏も、これら三字は任意に挙げられた単なる例字でなく、「見母」とその帰

納助紐字をとくに例字として取り挙げられたものと考えておられるが、筆者も

それに同意する。ただその意義については、いま上に検討した遠藤氏の所論と

は別のところに求めるべきであると考える。遠藤氏は「敦燈文書P2012r守温

韻学残巻」について」Jいう別の論文において、元刊本 r玉篇」巻頭の「玉篇

広韻指南J 中「切字要法Jの記載に基づき、反切により音を取り出す際的帰納

助紐字の用いられ方について次のように述べておられる(99頁)。それによると、

反切は口で唱えることにより求めるべき音を取り出すもので、たとえば「居何

切歌」は「居 経堅一歌」のごとく、反切上字の後にそれと声母を同じくする

帰納助紐字を続けて発音し、それによって共通の部分である芦母の音声表象を

浮かび上がらせ、それに反切下字から抽出した韻母をつなぎ合わせる、つまり、
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「居経照→ k.十o→ k0 Jのようにして目的の音を取り出すという。さらに

同論文によれば、唐写本とされる「帰三十字母例J (S.0512)の各字母の下に置

かれた四字ずつの例字が『韻鋭」の帰納助紐字とかなりの程度に一致すること

より、同一声母宇をくり返して芦母の音声表象を浮かびあがらせるという手法

が、既に唐代にも行われていた可能性を指摘する (100頁)。思うに、こういう手

法が定着定問化して、その成立は宋代以前とされる『韻鋭， '三十六字母図」の

帰納助紐字、南宋の『切韻指掌図， r三十六母字図」の各声母の下に挙げられた

二字ずつの例字となったのであろう。さらには元の日用類書 r事耕t林4ほ広記』({uPl

巻九「幼学類」の「切字要法.六十字訳」にも帰納助紐字を用いての反切によ

る音の取り出し方が示してあるrその方法は先に遠藤氏が紹介されたのと全〈

同じてで静、たとえば「節，子結切」は帰納助紐字「精筆」を用いて「子精筆節」の

ごとくに口唱して取り出すとある。さらにここには、この六十字(実は五十六宇)

を初学の者は熟読すべきであるとして、

初学者当留心熟読、周流万逓、将不約而随、不言而至、雄求字於篇韻之外、笠難

之哉、倫能日斤タ之日臣、以訓児童、使其習慣成、自然誠易為力、

とある。以上のことから、反切から求める音を取り出すl療に帰納助紐字を用い

るという手法は、相当長期にわたり、かっ広泥に行われていたことが窺われる。

ことに、『事林広記』のような日用類書にまでその手法についての説明があるの

は重要で、庶民層にとってもそれはわきまえておくべき事柄であり、また、児

童のうちに習得しておくべき事柄でもあったことが、ここより理解されるので

ある。以上長々と帰納助紐字について述べてきたのは、本稿に即していえば、

「経竪」が帰納助紐字であるというのは、少くとも書物に按しようという人々

については共通の認識であり、かつ実際にそれを用いて反切から見母の字の音

を取り出していたということを確認しておきたかったからにほかならない。

さてそこで話を本筋にもどすと、筆者は eにある「見経堅」三字は舌面音化

していたとの立場にたっ。すると先の「居何切歌」afついて、帰納助紙字を用

いて芦母を取り出そうとすると、「経竪」から出てくるのは旬という音で、

「歌」の正しい声母 kはここからは出てこないことになる。 kの音が出て来る

べきなのに、帰納助紐字を用いると坤の音が出て来てしまう。こういう手法で

音を求めようとするものにとっては、これは大きな疑問であったであろう。

「経堅」は坤という音なのに、なぜkの音の帰納助紐字であり得るのか、それ

が「古今韻会」の「等顔学的用語」による音の指定ではじめて k (序では g)

であらわされる音であることが分かったというのがeの意であると筆者は解釈

8 



牙音の舌面音化について(花登) 112 

する。 eで「見母」と帰納助紐字が用いられたのは、誰もが周知の文字を例と

した点にその意義を認めるべきであると考える。

四

次にここでは、開口二等牙音の舌面音化を示す可能性があるとして、前稿で

筆者が提出したー資料に対する遠藤氏の批判について検討することとしたい。

これが本稿の中心となるべき筈なのであるが、実はここで述べるべきことは殆

どない。というのは、前稿で筆者向提出した資料を否定されるに際し、氏は

ほとんどその根拠を示されていないからである。今まで述べてきた朱宗文序の

氏の新解釈にしても、氏は新しい解釈を示されたあと、「次に、この問題と関連

するのだがJ(34頁)と述べて、前稿の批判に移っておられるから、はたして前

稿に対する批判と直接的な関連をもって論ぜられたのかどうかさえ危ぶまれる。

ただ本稿では一連のものとしてとらえた上で、氏の新解釈には従い難い旨を以

上に述べておいたのである。

きて、ここでまず指摘しておきたいのは、氏が前稿に対する批判をなされる

に際し、その論の進め方に筆者の納得出来ないところの存することである。前

稿が結論として、『蒙古字韻』巻首にある「校正字様」の「校Jの字に対する音

注eewを関口二等牙音の舌面音化を示すー資料として提示したものであった

ことは、第二節の前稿の要約にもあるように明らかである。しかし、そこで長々

と述べたところからも分るように、それは先行諸家の説を踏まえた上での筆者

なりの結論なのである。また繰り返すことになるが、異った角度よりする先行

諸家の研究は、当時四等あるいは二等牙音の舌面音化を推定する。また、『挙

要」・ r字額』の開口二等牙音に対する処置の仕方も、同じ方向を強〈示唆す奇
f

こういう状況を踏まえた上で、「校Jeewを開口二等牙音の舌面音化を示すで

あろうー資料として提出したのである。ところが氏は、これらについて全〈言

及されることなく、「校Jeewに対する筆者の解釈についてのみを批判された

のである。結論を下すに際してはその前提があるのであり、それを示きぬまま

結論のみを批判するのは、論文のあるべき姿とは思われない。

また、「その根拠はわずかー字であり、しかも本体の幾多の字においてはその

ような徴候は全く見られないJ(35頁)こと、及ぴパスパ字でgとちがかなり似

た形のものであること (35頁)を指摘された上で、「このような根拠に拠って、

かなり影響範囲の大きい説を主張するのは危険である J(35頁)と述べられた。

前者については、本体内部分でないからこそ記録者の口頭音が露呈したと考え
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られること、後者については両字のパスパ字を挙げその類似していることを指

摘した上で、誤記とはみなさないとの立場をとったことを、前稿には明記して

あるのであるから、ここで氏と筆者はもともと異なる観点にたっているので

あって、何ら根拠を示されぬままでの氏の論は到底受け入れ難い。さらに氏は、

橋本寓太郎氏も筆者論文を査読された折り、氏と同様の意見を持たれたと述べ

られているが、筆者の論文が『中国語学』に登載されたこと自体、その査読者

が仮に橋本氏であったとするならば、橋本氏御自身のお考えはともかく、筆者

のごとき観点もあり得ることを公的に示されたのにほかならないのであり、か

かることを論文町中に記すのは筆者に対してはともかく、橋本氏に対して極め

て失礼なことであると言わねばならない。

また氏は、照那斯図・楊耐思両氏の r蒙古字額校本. r校勘記むにおいてもこ

れを誤写としていると述べられるが、そこではその後に続けて「日本花登正宏

以為不誤J(1印頁)とあり、その後に掲載誌を明記してあるのであって、これも

両氏とも筆者とは考えを異にされるものの、ひとつの考え方としては成立し得

る可能性もなくはないとの立場を示すものと解釈されよう。氏がこの後の部分

に全〈触れられず、誤写と見なされている部分のみを引かれるのは公平な引用

とは言えないであろう。

ただ氏が、「校Jeewを筆者のごとく解するためには、劫音の前向精組字も

舌商音化し、尖音(精組)と団音(牙喉昔)が実際の発音では合流していなけれ

ばならない (35頁)と述べられているのは、誠に御説内通りだと思う。牙喉音

の舌函音化の問題は尖団音の合流の問題と切り離しては考えられないのである。

前稿て・は尖団音の令流について触れる余裕はなかったが、この問題はつねに筆

者向念頭から離れることはなかった。遺憾ながら、いまだこの問題について確

固とした考えを披濯するまでに至ってはいないのであるが、この機会に牙喉音の舌

面音化を尖団音合流の問題とからめつつ、いま筆者の考えていることを以下に

記してみようと思う。まだまだ資料不足で牙喉音舌面音化研究の展望とは称せ

ない代物であるが、遠藤氏が「もしもこのような解釈が成り立っとするならば、

この説(筆者向説)は尖団音の合流の年代を数百年引き上げる画期的なものであ

るJ(35頁) と述べられたその「数百年」を縮小する作業手順を、少くとも筆者に

は示してくれるものではある。

玉

一般に、ある音韻変化がいつ生起し、そしていつ完成したのかを知ることは
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容易なことではない。中固め伝統的な韻書や音韻学書に或る音韻変化の完成し

た姿が記載されている時、それが音韻変化の起こった時期について、その確か

な下限を示してくれていることは疑いないものの、それ以前にそういう変化が

起こっていなかったという保証はないからである。ことに、韻書・音韻学書は

一般に規範意識がつよく、かりに相当広範囲にある音韻変化が見られる場合で

もそれらが記載されることは少なく、まして、ある特定内地方にのみ起こった

音韻変化が記録に留められることはまずないと言えよう。それらについては、

たとえば『五方元音.(河北)・ r君主音妙悟.(泉州)・『千字同音， (広州)などの

地方韻書の出現を侠たねばならない。したがって、これら地方領書の出現以前

に起こった可能性のある音韻変化、ことにその変化的萌したはじめの時期につ

いて知ろうとすれば、ほかにその資料を求めなければならない。それは後にも

述べるように、ある場合には外国音との対音資料であり、またある場合には随

筆筆記に偶然記載された零細な資料であったりする。また時には偶然の書き誤

りなども貴重な資料となることもあり得るであろう。

さらに、もうひとつこの方面の研究を困難にしているものとして、反切を挙

げておく必要があろう。反切が中国音韻学研究の中心資料とされてきたことは

今更言うまでもないが、地方音に基づいて作られた反切はともかく、こと伝統

的韻書に見られる反切となると、その上字下字を特定の地方の音で読めば、帰

字としてその地方的音が取り出されるという性格のもので、いま問題としてい

るような音韻変化の初期の状態を窺い知る資料とはなりにくいであろうd 伝統

的韻蓄の全てがそうだというわけではないが、一般的には以上のように考えら

れる。

牙音の舌函音化という、中国音頭史上相当重要な問題についても、当然上に

述べたような研究上の困難さを伴なう。ところで、牙音の舌商音化は当然のこ

とではあるが各地で同時に起こったものではない。また現在我々が目賭し得る

音韻資料についても、その依拠した方言が全て明らかになっているわけでもな

い。そこで以下では、当該音韻変化を示していると考えられる資料を、どの地

方の音を反映するものであるかということには当面こだわることなく、時代を

遡る形で配亨IJL-検討していくこととしたい。無論これは資料面での制約による

やむを得ない措置ではあるが、少くともある地方に牙音の舌面音化を示す資料

があれば、それ以外の地方でも同じ音頭変化のあり得た可能性は否定出来ない

と考えられるからである。
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一、『圃音正考』

牙喉音の舌面音化を、尖音団音両音の合流という最も確かな形で示す資料は

『園音正考』である。それには乾隆B年(1743)向原序と、道光10年(1830)の烏

北桂文通序が附されており、藤堂明保氏はこの書、ことにその両序に依拠して、

北京語では尖団両音は乾隆時代(18世紀)には混同しはじめ、嘉慶道光の問(19世

紀初)には完全に合流したとされF 牙喉音の舌商音化の生起した年代を最も
iliY 

確実な形で示す資料が、『図音正考』という満州語と中国語との対音資料である

ことをここでは注意しておきたい。

ニ、 r李氏音鐙』

ついで日下恒夫氏は r李氏音鑑J (1810)を検討し、その著者李如珍の言語生

活をも考慮された七で、北京語の尖団音合流の時期を遅くとも18世紀半ばとさ

れ、その混同時期は18世紀初頭か17世紀後半にまで遡らせることが可能であ

るとされたf

三、 r許氏説音』

r李氏音鑑』に参訂者の一人として名の見える許桂林に『許氏説音.(1807) 

という音韻学書があるS その巻ー「六十四音統一切音」は声母について述べた

部分であるが、そこでは「昂杭岡康」四母が喉音とされているのに対し、「萎先

香央」四母は「張昌商」・「戚倉桑擦」・「将槍相」などと共に歯音とされている。

r李氏音鑑』の場合とは異なり、尖団音の合流について許は何ら述べるところ

はないが、これも牙喉音の舌面音化を示す資料として挙げることが出来ょう。

『李氏音鑑』・『許氏説音』二番は、ともに音韻学概説書と看倣し得るが、こ

のような類いの書物中から牙喉音の舌面音化を窺い知ることが出来るのは珍し

く、貴重な資料と言えようd

園、川ト通事新釈諺解』・『重刊老乞大諺解』

r李氏音鑑』を検討された日下氏によって、尖団音合流の年代は18世紀半ば

にまで引き上げられたのであるが、ほぽ同じ頃に牙音の舌面音化していること

を示す対音資料がある。それは r朴通事新釈諺解.(1765)・「重刊老乞大諺解』

(η95iF、吋れも朝鮮の人達が中国語を学ぷ教科書である。そこでは各漢字

に対しその中国音がハングノレで示されており、たとえば前者には「去」書I. 
「京JもI. r幾」寸、後者にも「給」寸のような音注が施されており、これらの

舌函音化していることが分る。しかし、一方では両書ともに「学」立・「今」立

のような音注も見られる。これが実際の音に基いた区別むのか、あるいは先行

テキストに記されたものをそのまま踏襲した部分があるために生じた区別なの
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か、あるいは何かほかに理由があるのか、未だ詳細な検討を経ていないため明

白ではないが、一部の牙音が舌商音化しているという事実は動かせない。

なお上記二種のテキストは、たまたま筆者の目隠したものに過ぎず、「老乞大

諺解』、吋ト通事諺解』には数多くのテキストが刊行されているた%現在筆者

未見のこれらに先行するテキストを見れば、更にその時代を引き上げることも

出来るかも知れない。

次に、 17世紀後半に牙音の舌面音化の起こっていたことを示す資料を挙げ

よう。

五，詩詞通韻』

本書には康照24年(1685)朴隠子の自叙がある。「通音」あるいは「河洛の音」

と称する一種の共通語音に基づいて編纂された韻書で、当時的実際の音声を少

なからず露呈している点で興味深い資料と考えられるd この資料からも牙音の

舌面音化を窺い知ることが出来る。本資料では牙音は角音と呼ばれる。角一音

から角凹音までがあり、それと三十六字母とは次のように対応する。

角一(正消):見母，角二(次消): i晃母，角三(正濁):群母，

角四(次濁):疑母(関口)・娘母・泥母(斉歯・姉口)

ここの疑母は開口のみで、その合口 斉歯・撮口は本文中において Culを消

失し、他芦母と合流しているから、関口のみ Culと発音されたものと思われる。

次に、泥母の開口・合口は端・透・定の三母と共に徴音を構成している。本書

はその自叙などに「河洛の昔」に基くというが、たとえば現代洛陽音ではCn 1 
と〔即〕の別があり、前者はト・ iu と結合しない。したがって、ここの娘母

と泥母の斉歯・撮口が〔町〕音て'あることは疑いない。ところで、牙音の舌面音

化はその本文中より知ることは出来ないが、巻末「反切定譜」中の「四呼七音

三十一等字母全図」を検討することにより、その事実のあったことを知り得る

のである。角音の開口・斉歯肉部分を抜き出すと以下のようになも

角 正清次清正濁次濁 角 正 清次清正濁次 i罰

開 高 ③ 。 園 牙 京 軽 撃 圏

牙 岡 康 。 園 音在 基 欺 岐 1尼

音 (以下省略) 歯 (以下省略)

( a ) 音 ( b ) 
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「字母全図」て“は発音部位の同じものを並べるのが原則であるから、上に述べ

たこととあわせて考えて「高考数」が各々 kao・k'ao・Daoであることは疑いあ

るまい。次に図中町「牙兼歯音」に属する「寧」や「泥」は、さきに見たように

〔町〕と考えられるから、「京」や「基」などは〔即〕と発音部位を同じくする舌

面音坤iD・も仰であったと推定されるのである。逆に言えば、これらが舌面音

となっていたからこそ、本来は牙音とは関わりのない娘母や泥母の斉歯・撮口

音が、その発音部イ立を共通するということで「牙兼歯音」の次濁音の位置を埋

めたものと考えられる。ここから、 17世紀後半の「河洛の音」では牙音の舌面

音化が起こっていたことを知り得るのである。

六、琉球国王之印

この資料については、かつて永島栄一郎氏が触れられたことがあるd r中山伝

信銀』巻二にこの「琉球国王印」の印影が載せられている。右に漢字の築書で

「琉球国王之印」とあり、左には満州文字で l回 cio酔 runi wang ni doron 

(琉球国の王の印)とあり、「琉球」は liocioと音訳される。 cは (tザ〕音で

あって、永島氏によればこの二字は(liut抑 u)とあらわされる。さらにここに

は、「康照元年、冊使始至園、賜王此印」とあり、 1662年に冊封使のもたらした

印であることが分る。したがって、これは17世紀中葉に牙音の舌面音化の起

こっていたことを示す対音資料であり、ことにそれが官印である点が貴重で

ある。

七、 r大清太宗文皇帝実録」

次に、同じく 17世紀半ばに牙喉音の舌面音化の起こっていたことを示す資料

があえs清の太宗皇太極には、 A順治12年(1655)・B康照21年(1682)・C乾隆

4年(1739)の三種の漢文による実録がある。これら三種の実録では，満州語の

固有名詞を漢字によって音訳しているが、 AとB.Cとではその音訳漢字に異

同が見られる。その数例を挙げると、たとえば

ajige A吉 B・C済

banjin A金 B'C津

jingsan A京 B・C静

のごとく、満州語の jト〔坤i) を一番時代の古いAでは牙音の見母で示すのに

対し、時代の遅れる B'Cでは歯頭音の精母に改めている。これについて山崎

氏は、 Aの作成当時「吉金京」などの見母字はすでに舌面音化して (t¥Zl) の

ごとく発音されていたため、ji・jin・ji唱を各々これら三字で音訳したが、の

ちになって規範意識が働き、それらを精母字に改めたと推定されたロここに、

14 



牙音の舌面音化について(花登) 106 

17世紀半ばに北方方言の一部で牙喉音の舌面音化のすでに起こっていたことを

示す一種の対音資料を新たに得たことになる伽出

八、康県抄本 r甘氏家譜』

零細ではあるが、ほぽ上と同時代のものである面白い資料を紹介しよう。 J馬

其席『曹雪芹家世新考もは r紅楼夢』の著者曹雪芹のいわば戸籍調べの書であ

るが、その性格上、「宗譜」や「家鶏」を資料として使用、かっその一部の写真

を掲載している。そのひとつ『五慶堂曹氏宗譜」の耳l本によると、曹氏三房の

十世に曹権中という人がいるd そこには、

養勇子、字時軒、指揮使、配徐氏、封夫人、生振先、女ー適甘公髄恒室、

とある。一方、康照抄本 r甘氏家譜」では、その六世「値垣」のところに「元

配普氏」とあり、そこにlも
洛陽衛指揮全忠曹公之女、生一子、知相、

とある。ここの「全忠」がさきの「権中」であることは疑いない。甘「飽恒」

は『甘氏家諮』に「値垣」とあるのに従うべきであろうし、曹「全忠」も『曹

氏宗譜』の「権中」が正しいであろうd すると、 r甘氏家譜』の方で、牙音の「権」

とあるべきところを歯音の「全」に書き誤ったわけで、それは両字が同音で

あったためと考えられる。勿論、「中」と「忠」の誤記も同様であろう。ここか

ら当時「権」の音が舌函音化していたことが分るのである。

r甘氏家諮』は康照年間(1662-1722)の抄本であるが、その書き誤りのあっ

た時代はもう少し限定することが出来る。『甘氏家譜』に附された甘氏七世国基

の序に、

先忠果公定譜時、亦不能分析、

とあり、この家譜を甘忠果公がまず作成したことが分るが、この忠果公は国

基の父である甘氏六世の甘文焼であり、彼は具三桂内乱に遭遇し、康照12年

(1673)に自殺している。また、文焼と健垣は同じく六世であるが、健垣はj順治
@ω 

九年(1652)に既に没しておおこの書き誤りはおそらく文規が「譜を定めた」

折りに生じたものと考えるのが自然であろう。そういうわけで、この資料はお

そくとも文規の没年以前、大体17世紀半ば頃の音を反映していると解される。

同音であることより生じた偶然の書き誤りが、牙音の舌面音化という音韻変化

の資料となった例である。

九、 r霜紅愈集』

次に随筆筆記に見られる資料を挙げよう。侍山内 r霜紅禽集」巻40. r雑記」

5に次のような記載があるd

15 
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太原人語多不正、最面i阻脳人、吾少時聡人語、不過百人中一二人耳、今尽爾失、

如酒為九、九為酒、見為箭、箭為見之類、不可勝典耕、

これは、諸家により時に言及される資料であるが、歯頭音「酒」と牙音「九」、

牙音「見J と歯頭音「箭」の混同、つまり牙音が舌商音化し尖団両音字が同音

となっていたことを示す資料である。 f専山の生年は明円高暦35年(1607)、没年

は清の康県23年(1684)である)Cl.lfr少い時、その混同は百人中ひとりふたりにすぎ

なかったが、今は皆がそうである」とある「今」が一体何時を指すのか時定出

来ないのが遺憾であるが、少なくとも明末清初の山西太原では、牙音の舌面音

化が相当普遍的となっていたことは疑いあるまい。 r霜紅禽集』を通読してみる

と、侍山が文字音韻学に多大の関心を抱いていたことが看取される。かかる人

のことばであるだけに、零細なものではあるがその資料的価値は高いものと考

えられる。

十、 r酉蕃館訳語』

太田斎氏の御研究によると、『西務館訳語』丙種本に属する阿波国本では、チ
側}

中ツト語の ky-. khy-• gy・音全部て古9j9~ の内、漢字の牙音字て"写されるもの32

例のほかに、歯頭音字で写されるもの22例、正歯音字で写されるもの 5例を

数えるという。氏は当時、西蕃語で ky-系列の音が〔も¥1))等の音になっていた

ことを指摘されたのち、多方面の可能性を考慮に入れてこの情況をいかに解す

べきか検討された。その結果として、当時中国語の側で尖団の区別が消失して

いたと考えるのが最も妥当との結論に到達された。氏は阿波国本は16世紀の言

語を反映するとされる。するとこれは、 16世紀に尖団音の合流していたことを

示す、チベット語・中国語的対音資料ということになる。

+一、 r寂園雑記」

最後に、やはり随筆筆記に見られる資料を紹介しよう。陸容 (1436ー 1495)

r萩園雑記』巻囚に「今天下音韻之謬者」として各地方の音の「誤り」を列挙

した部分があるが、その中出

又如去字、山西人為庫、山東人為趣、限西人為気、南京人為可去声、湖広人為処、

との記載がある。ここでは先的 r霜紅命集』の場合と異なり山西では牙音は舌

面音化しておらず、その点で先的記械を証明する資料ともなるのであるが、今

度は山東で当時牙音「去」字が歯頭音の「趣」に読まれていたことが分る。こ

れは当然「去J r飽」両音ともに舌面音化していたために生じた現象と考えられ

るから、 15世紀半ばの山東方言で、牙音の舌面音化が起こっていたことが看取

される。

16 
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以上、筆者の管見した限りの乏しい資料に基いて、牙昔の舌面音化が時代的

にどこまで遡れるかを見てきた。その結果、一地方において、すでに15世紀中

葉にはその現象的見られることを確認し得たと思う。しかし今まで見てきたよ

うに、各資料に反映されている音は北京音あり、「河洛の音」あり、山西音あ

り、そして山東音もあるという風であって、一地方音町通時的研究とは到底言

えないし、また、一書全てが尖団音の合流に関わる r固音正考』から、随筆筆

記のある一条町、それもたった一字を資料とする『萩園雑言むまで、その資料

自体の性格も一様ではない。しかし、時代を遡るに従い資料の少くなるのはや

むを得ないことであり、また伝統的韻書・音韻学書がその規範意識という点か

らかかる現象的記述に冷淡て酬ある以上、ここで扱ったような零細な資料であっ

ても、その持つ意味は決して小さくないと考えられる。将来、資料的方面での

制約が軽減され、牙音の舌面音fじというー音韻変化の問題についても通時的研

究の可能になる日の到来が侠たれるが、ここしばらくそういうことが望めない

以上、韻書・音韻学書・対音資料はもちろん、随筆筆記そしてあるいは地方志

の記述などのあらゆる資料を、それもどの地方向音を反映しているかなどとい

うことには当面こだわることな〈渉猟し、まず資料の蓄積をはかることこそ肝

要かと考える。「萩園雑記』の記述などは、それ自体は山東という一地方におけ

る牙音の舌商音化を示す資料にすぎないが、これによって他の地域でもこうい

う現象的あり得た可能性を示しているものと考えられるからである。

筆者は r蒙古字額， (1308)巻首の「校正字様」の「校」の字に附された注音

色ewから牙音の舌面音化を推定したが、私見ではこれも規範意識から逸脱した

偶然の書き誤りをしたため当時的口頭音が露呈したものと解さるべきものであ

り、本節で挙げた様々な資料の延長線上にその位置を占めるべきものと考える。

そして同時に、本節で述べてきたことによって、第四節末にいう「数百年J と

いう期間についても、相当に短縮し得たものとも考えている。最後に、『蒙古宇

韻」で舌面音が¥!9という舌尖音を表わすパスパ字で示されているのは、パスパ

字中に舌面音を示す文字が存在しないことによるやむを得ない選択で、それが

(t<p)音を示すものとして最もふさわしいものと考えられたからであろうこと

を指摘し、本稿を終えることとしたい。

(註)

( 1) ，閲篇」第7号(好文出版、 199C年)

( 2) ，中国語学， 226号 (1979年)

17 



103 

( 3) r大英博物館本蒙古字韻札記J ('人文』第8集、京都大学教養部、 1962年)

( 4 ) r古今韻会挙要に於ける口蓋f~について J ('中国文化研究会合報」第 l期第 l誌、

1950年)

( 5) ，中原音韻研究(重版本).(商務印書館、 1956年)

( 6) ，等韻源流』新序(商務印書館、 1957年)

( 7) r古今韻告挙要に於けるこ等韻についてJ ('中国文化研究会合報』第 2期第 1誌、

1951年)

( 8)拙稿「古今韻会と古今韻会挙要J(28-31頁)参照('人文研究」第39巻第3分冊、

1987年L
( 9) ，論集」第29号(青山学院大学一般教育部会、 1988年)

(10)中文出版社影印元至順刊本による。

(11)帰納助紐字としては本来72字あるべきなのに、ここでは60字となっている E また60字

とは言いながら、実際挙げられているのは56字で、ここにあるべき非母・微母の助紐字

4字については「無文之字」であって、「若能熟読五十六字、而此四字自然随声市応也」

として記載していない。ここで全〈顧慮されていないのは三十六字母町内、知・徹・娘・

敷・奉林町六母であって、ここの「六十字」は当時の音を反映した帰納助紐字と考え

られ興味深い。なお、我圏内元禄年聞に刻された「事林広記』では、ここは「七十字訣J

となっていて異同を見せているが、詳細については省略する。

(12) r居」が当時舌面音化していたかどうかについては今ここで百官じない。この例がまずい

と言うのならば、『広韻』の反切「古電切経」・「古賢切堅」を用いて、なぜkの反切上字

から帰字声母も¢が取り出されるのかという方向からも説明することは可能である.こ

の場合でも当然この二字が帰納助紙字としてよく知られていたという点が重要であるこ

とに違いはない.

(13)関口二等牙音字と三四等牙音字が同音となって区別きれない場合について、張鴻魁

r(金瓶梅}的方音特点J ('中国語文.1987年第二期)は r}A現代方言来看、凡二三四等

開口喉牙音字不分的、都是統一為舌面音斉歯呼，没有保持舌根音関口呼的~ (129頁)と

述べる。現代方言で果して全てこ町記述町通りになっているかどうか検討の余地はある

が、少〈ともそういう方向を強〈示唆しているということは出来よう.

(14)民族出版社、 1987年。

(15)たとえば、今ここで問題にしている牙昔を例にとってみよう。「音韻剛微.(1726)は

反切改良史上その殿軍に位置する韻書であるが、そこでは四等字「牽」に対する r広韻」

の反切「苦賢切」を「欺姻切J に改めている。ここで確実に雷えるのは、劫介音の有無

を反切上字によっても示したというだけで、その声母が呆して昔面音化しているかどう

かについては何ら情報を与えてくれない。仮に当時のある地方で、現代北京音のように

この字を舌面音として発音していたとしても、そこでは上記の反切に基いて qI+ yan 
ー→qianのようにして目的の音が取り出せるのであって、わざわざその反切を「妻姻切」

のように改めるようなことはしないのである。後でまた触れることになるが、「李氏音

鑑， (1810)巻四「第25問北音入声論」に「希腰切削」・「売伊切七J・「景移切集」・「欽嘘

切切」のごとし牙喉音で歯音を切する反切がみられるのは、ここが「北音」について

論じている場所であることを考慮に入札ても、伝統的音韻学書としては異例のことであ
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ることを知っておく必要があろう a 反切資料の扱いにくさはこういうところにもあるの

である。

(16) rki_・回iーの混同は18世紀に始まるJ(r中国語学』第94号、 1960年)

(17) r中国近世北方音韻史の一間関一一北京方言声類体系的成立一一J(r人文学報.JlNo.91、19

73年)。

(18) ，声韻要干1)， (北平松均閣排印本)所収。なお、李如珍円安は許桂林の姉であった。こ

のことについては、拙稿「北京大学蔵「音学臆説』についてJ (r集刊東洋学』第49号、

1983年)参照。

(19)・『李氏音鑑』巻五「第29間空谷伝声論」所掲の「松石三十三字母行香詞」は、著者が正

面きって彼的考える声母の体系を詞という形式で示したものである。牙喉音については、

k r箇鯖J"k' r空渓」・ xr紅鞠」町三組六字母が挙げられている。各組円前者は洪音、

後者は細音で、ここからは牙喉音の舌面音化を読みとることは困難である。一般に伝統

的音韻学書に見られる声類の記述はこういう類いのもので、日下氏は前掲論文において、

これは「南青」をも考慮に入れたための処置とされるが、そのほかに規範意識という一

面的あったことも見逃せないと思う。そういう点からしても、同書の「凡例」・巻ー

「第6問字母音異論」・巻四「第25問北音入声論」・同「第26間南北方音論J など、いず

れも正面切って声母について論じたところでない部分的記述から牙喉音の舌面音化が読

み取れるのは貴重だというのである。

(20)ともに大阪府立図書館所蔵本。

(21)康寒鎮 rr老乞大J r朴通事」研究， (台湾学生番局、 1985年)

(22)拙絹 r{詩詞通韻〉考J ('語言学論叢』第15輯、 1988年)参照。

(23)丸町中に文字のあるのはその文字が平声字でないこと、丸だけのものはそこに該当す

る音のないこと、四角で固まれた文字は南北でその昔を異にすることを示す。 (a)には

「北入宮次濁音」、 (b)には「北入徴次濁音J とある。とくに(b)の記載は、さきにここの娘

母と泥母町一部を(np)音としたことを支持する。

(24)永島栄一郎「近世支部語特に北方語系統に於ける音韻史研究資料に就いて(続)J (r言

語研究」第9号、 1941年)73頁。

(25)山崎雅人 rr大清太宗文皇帝実録』円満州諸音訳漢字から見た漢語の牙音・喉音円舌面

音化についてJ (r文化」第53巻第3・4号、 1990年)参照。

(26)上海古籍出版社、 1980年。

(27)前掲書図片54，
(28)向上74，

(29)曹氏三房の十世は、そのほとんどが「中Jの字をその名にもつ.

(30) ，清史稿」巻252甘文樹云('中華書局」本)。

(31)康照抄本 r甘氏家譜J ('曹雪芹家世新考， 50-51頁)による。

(32)宣統三年(1911)山陽丁氏刊本による。

(33)丁宝鐙『博青主先生年譜」参照。

(34) r尖団小論J ('人文学報」第140号、 1980年)参照。以下町引用は、氏自身内正誤表に

より訂正したものによる。

(35)中華書局排印本(1985年)による。
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(補註)

山崎氏は近刊の論文"大消太祖武皇帝実録』円借用語表記から見た漢語の牙音・喉音の舌

而音化についてJ('言語研究J98、1990年)において、やはり満州語との対音資料にもどづ

き、牙喉音舌而昔化的年代をさらに引き上げられた。上記ヌルハチのi前文実録l之、今西春秋

氏「尚文武皇帝実録的原典J ('来方学紀要』第 2号、 1967年)により、その告成は崇徳元年

(1636)11月に比定されるものであるが、その中に中国語的主として固有名詞を満州語て・写し

た借用語が見られるという。そこでは、駐軍道ι旦旦忌旦旦doo(見母)・郁乗忠 cibing sung 

(rJe母)・百旦実 beli引のごと〈、牙喉音を硬口蓋歯茎破擦音摩擦音で写した例が数多く

見りれる。このことから氏は、上記番町作成された17'世紀初頭において、こ札らが舌面音で

発音される方言のあったことを推定された。これにより、 i前文実録資料に基く中国語の牙喉

音の舌面音化の年代は、さらに17世紀初期にまで引き上げられたことになる。
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